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中部地方整備局 静岡営繕事務所

中部地方整備局は、名古屋市にある本局と岐阜・静岡・愛知・三重・長野(南信)にある37の事務所とその
出張所で組織されています。中部地域（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野（南信））の重要なイン
フラの整備・管理を担っています。

㉑静岡営繕事務所
静岡県静岡市葵区春日2丁目4番25号

静岡営繕事務所は、静岡県に所在する国家
機関の官庁施設について、施設整備や庁舎
の保全指導を実施しています。

中部地方整備局（本局）
愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
名古屋合同庁舎第2号館

中部地方整備局ホームページより（37事務所位置図）

１．概要



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism中部地方整備局 静岡営繕事務所

組織図 業務内容

所長 総務課

保全指導・監督官

技術課

経理係 ：経理に関する事務、文書、物品、旅費、厚生、支払い及び決算等の庶務

技術係 ：○営繕工事の企画・立案・設計・積算に関する事項
○営繕に関する調書・統計・報告に関する事項
○営繕工事の施工監督、施工促進、指導、検査に関する事項
○営繕工事の実施上必要な保安・危害防止に関する事項

防災保全係：○国家機関の建築物及び付帯施設の保全・防災対策に関する調査・指導
○施設の調査等に関する事項
○営繕工事の施工監督、施工促進、指導、検査に関する事項
○営繕工事の実施上必要な保安・危害防止に関する事項

○国家機関の建築物及び付帯施設の保全・防災対策に関する調査・指導
○施設整備の中長期計画案の作成及び予算措置に関する事項
○営繕工事の施工監督、施工促進、指導、検査に関する事項
○営繕工事の実施上必要な保安・危害防止に関する事項

国土交通省

中部地方整備局

営繕部（計画課、調整課、整備課、技術・評価課、保全指導・監督室）

静岡営繕事務所

大臣官房官庁営繕部

１．概要
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静岡営繕事務所の沿革と所掌業務

昭和24年 7月30日
昭和25年11月29日
昭和25年11月30日
昭和27年 8月 1日
昭和56年 4月 6日
平成 4年 5月 1日
平成13年 1月 6日
平成15年 4月 1日
平成17年 4月 1日

中部地方建設局浜松営繕出張所 設置（浜松市西伊場町 大蔵省専売局浜松工場内）
中部地方建設局浜松営繕出張所 廃止
中部地方建設局静岡営繕出張所 設置（静岡市小鹿１番地）
中部地方建設局静岡営繕出張所 廃止
中部地方建設局静岡営繕工事事務所 設置（静岡市南安倍2丁目10-1）
現庁舎に移転（静岡市春日2丁目4-25）
国土交通省中部地方整備局静岡営繕工事事務所に名称変更
国土交通省中部地方整備局静岡営繕事務所に名称変更
政令指定都市へ移行（静岡市葵区春日2丁目4-25）

事務所の沿革

昭和24年 7月30日
昭和25年11月30日
昭和56年 4月 6日
昭和57年 4月 1日

静岡県内の営繕工事
静岡県内の営繕工事
静岡県内の営繕工事

事務所の所掌業務

静岡県内の営繕工事、並びに静岡県内の国家機関の建築物及び付帯施設の
保全に関する指導

現庁舎に移転し31年目

１．概要



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

中部地方整備局管内図 より

中部地方整備局 静岡営繕事務所

令和５年度 工事概要

■▲静岡県警察学校
（射撃場外壁改修）

■旧国立伊東重度障害者センター
（既存建物取り壊し）

■静岡地方・家庭裁判所沼津支部
（仮庁舎等新築）

■静岡地方法務局熱海出張所
（電気設備改修）

■静岡陸運支局浜松検査登録事務所
（木造庁舎新築：現地建替え（継続））

○沼津地方合同庁舎
（内部改修）

２．工事・業務概要

２

５

８

４

１

６

○静岡地方合同庁舎・静岡法務総合庁舎
（耐震改修）

３

下田運輸総合庁舎
（外壁・建具改修）

磐田地方合同庁舎
（EV改修）

御前崎港湾合同庁舎
（津波対策改修）

７

９

６

１０

（単位：百万円） 令和４度以前予算 令和５年度以降予算

○官庁営繕費 353 1,206
■支出委任 271 1,208
▲受託 － －

624 2,414

3,038
合計



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
中部地方整備局管内図より

中部地方整備局 静岡営繕事務所

令和５年度 設計業務・工事監理業務

下田運輸総合庁舎改修工事監理業務
（外壁・建具改修）

磐田地方合同庁舎エレベーター設備改修工事監理業務
（EV改修）

７

凡 例

令和５年度発注設計業務

令和５年度発注工事監理業務

静岡地方・家庭裁判所沼津支部仮庁舎新築等工事監理業務
（仮庁舎新築等）

本資料は令和５年4月時点の予定であり、今後変更される可能性がある

２．工事・業務概要

１７

静岡県警察学校射撃場改修工事監理業務
（外壁改修）

１９
１８

御前崎港湾合同庁舎改修工事監理業務
（津波対策改修）

１６

２０



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
※Ｒ５年度も継続される工事を含めて掲載しています。

中部地方整備局 静岡営繕事務所

令和５年度 工事・業務発注一覧（令和5年4月現在）

最新情報は 又は 若しくは でppi 静岡営繕事務所 中部地方整備局営繕部 検索検索

２．工事・業務概要

８

ＮＯ． 発注機関
工事
業務

種別 名称 備考

本局（営繕部） 工事 建築工事 令和３年度　静岡陸運支局浜松自動車検査登録事務所建築工事

静岡営繕 工事 電気設備工事 令和３年度　静岡陸運支局浜松自動車検査登録事務所電気設備工事

静岡営繕 工事 暖冷房衛生設備工事 令和３年度　静岡陸運支局浜松自動車検査登録事務所機械設備工事

2 静岡営繕 工事 電気設備工事 令和４年度　静岡地方法務局熱海出張所電気設備改修工事 Ｒ３補正予算

3 本局（営繕部） 工事 建築工事 令和４年度　静岡地方合同庁舎・静岡法務総合庁舎耐震改修工事

4 静岡営繕 工事 建築工事 令和４年度　沼津地方合同庁舎改修工事

5 本局（営繕部） 工事 建築工事 令和４年度　旧国立伊東重度障害者センター構内整備工事

6 本局（営繕部） 工事 建築工事 令和４年度　御前崎港湾合同庁舎改修工事

7 本局（営繕部） 工事 建築工事 令和５年度　静岡地方・家庭裁判所沼津支部仮庁舎新築等工事

8 本局（営繕部） 工事 建築工事 令和５年度　静岡県警察学校射撃場改修工事

9 静岡営繕 工事 建築工事 令和５年度　下田運輸総合庁舎改修工事

10 静岡営繕 工事 機械設備工事 令和５年度　磐田地方合同庁舎エレベーター設備改修工事

11 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　静岡地方法務局熱海出張所電気設備改修工事監理業務

12 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　中部運輸局浜松自動車検査登録事務所工事監理業務

13 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　静岡地方合同・静岡法務総合耐震改修工事監理業務

14 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　沼津地方合同庁舎改修工事監理業務

15 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　旧国立伊東重度障害者センター構内整備工事監理業務

16 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和５年度　御前崎港湾合同庁舎改修工事監理業務

17 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和５年度　静岡地方・家庭裁判所沼津支部仮庁舎新築等工事監理業務

18 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和５年度　下田運輸総合庁舎改修工事監理業務

19 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和５年度　磐田地方合同庁舎エレベーター設備改修工事監理業務

20 本局（営繕部） 業務 建築コンサルタント業務 令和５年度　静岡県警察学校射撃場改修工事監理業務
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平成25年４月２４日
部議報告資料

保全指導・監督室
静岡営繕事務所

防災拠点となる官庁施設の耐震・津波対策を推進

中部地方整備局 静岡営繕事務所 ９

耐震対策の推進

地元自治会による避難訓練

津波避難用の屋外階段を新設

【清水地方合同庁舎】

津波対策の事例津波対策の推進

官庁施設における津波対策のイメージ

３．耐震・津波対策

災害対策関係官署が入居し、防災拠点となる
「静岡地方合同庁舎・法務総合庁舎」を令和４年度より工事
施工、令和６年９月末完成予定

外付け鉄骨ブレース及びバット
レス補強を行うことにより内部補
強範囲を最小限にしている

静岡地方合同庁舎・法務総合庁舎耐震改修 【沼津地方合同庁舎】

昨年度、耐震改修された施設



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和5年度（2023年度）営繕工事における働き方改革の取り組み

中部地方整備局 静岡営繕事務所

４－１

１０



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和5年度（2023年度）官庁営繕事業における生産性向上技術の活用方針４－３

中部地方整備局 静岡営繕事務所 １１



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和5年度（2023年度）官庁営繕事業における生産性向上技術の活用方針４－３

中部地方整備局 静岡営繕事務所 １２



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

●適正な工期設定（週休2日を踏まえて設定）

●週休2日の推進（休日施工が必要な場合でも平日に2日間の休日を確保できる工期設定）

●施工時期の平準化（発注時期の調整、余裕期間制度の活用）

●予定価格の適正な設定（法定福利費、安全衛生経費、コロナ対策経費等を適切に計上）

●工事関係書類の簡略化、署名又は押印の廃止

●情報共有システムの活用（書面で行うとしている「指示」、「承諾」、「協議」等の手続きを電子化）

●工事関係書類等の電子データを利用した検査の実施

●工事現場の遠隔臨場の実施

静岡営繕事務所が管轄するすべての工事に適用

令和5年度（2023年度）静岡営繕事務所の取り組み４－４

中部地方整備局 静岡営繕事務所 １３
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１４中部地方整備局 静岡営繕事務所

５．安全



平成25年４月２４日
部議報告資料

保全指導・監督室
静岡営繕事務所

保全業務 ～官公庁施設の適正な保全に向けた支援～

中部地方整備局 静岡営繕事務所

「保全」とは、建物が完成して解
体されるまでの間、安全性や執
務環境等の性能・機能を良好な
状態に保つことです。
そのためには、日常の点検・保
守、補修、修繕、改修を計画的
に実施していく必要があります。

建物が完成してから30年以上
経過している官庁施設は、全体
の40％以上を占め、さらに増加
すると予想されています。

官庁施設の管理者には、官庁
施設の長期的耐用性を確保す
るため、適正な保全を確実に実
施することが求められます。

国土交通省官庁営繕部
・保全に関する技術基準等の整備
静岡営繕事務所
・保全会議・講習会等の実施
・実地における保全指導
等を行い適正な保全の支援を行います

６．保全

１５
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平成25年４月２４日
部議報告資料

保全指導・監督室
静岡営繕事務所

保全業務 ～官公庁施設の適正な保全に向けた支援～

中部地方整備局 静岡営繕事務所

６．保全

静岡営繕事務所

静岡営繕事務所では、各省庁が行う中長期保全計画作成の支援や、修繕相談、改修工事の
企画立案等の支援、官庁施設情報管理システムへの情報入力操作支援等を行っています。

１６


